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○
国
土
交
通
省
令
第
三
十
八
号

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
道

路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
五
条
の
六
第
二
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
十
八
号
様
式
の
三

（証
票

）
（第

五
十
一
条
の
三
関
係

）

第
十
八
号
様
式
の
三

（証
票

）
（第

五
十
一
条
の
三
関
係

）

（裏

）

（裏

）

（道
路
運
送
車
両
法
抜
粋

）

（道
路
運
送
車
両
法
抜
粋

）

第
6
3
条
の
４

（略

）

第
6
3
条
の
４

（略

）

第
1
0
6
条
の
４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

１
年
以
下
の
懲
役
若

第
1
0
6
条
の
４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

１
年
以
下
の
懲
役
若

、
、

し
く
は
3
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る

し
く
は
3
00
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し

又
は
こ
れ
に
伴
科
す
る

、
。

、
。

⑶
第
6
3
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
7
5
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

⑶
第
6
3条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

、

せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒

を
し

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

若
し
く
は
忌
避
し

、
、

、
、

、
、

み
妨
げ

若
し
く
は
忌
避
し

若
し
く
は
質
問
に
対
し
陳
述
を
せ
ず

若
し

若
し
く
は
質
問
に
対
し
陳
述
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

、
、

、
、

、

く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

第
1
1
1
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人

使
用
人
そ
の
他
の

第
1
1
1
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人

使
用
人
そ
の
他
の

、
、

従
業
者
が

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
所
有
し

若
し
く
は
使
用
す
る
道
路

従
業
者
が

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
所
有
し

若
し
く
は
使
用
す
る
道
路

、
、

、
、

運
送
車
両
に
関
し

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は

行
運
送
車
両
に
関
し

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は

行
、

、
、

、

為
者
を
罰
す
る
ほ
か

そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を

そ
為
者
を
罰
す
る
ほ
か

そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
罰
金
刑
を

そ
、

、
、

、

の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る

の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る

。
。

⑴
第
1
0
6
条
の
４

２
億
円
以
下
の
罰
金
刑

⑴
第
1
0
6条
の
４

２
億
円
以
下
の
罰
金
刑

第
二
十
二
号
様
式

（証
票

）
（第
六
十
五
条
関
係

）

第
二
十
二
号
様
式

（証
票

）
（第

六
十
五
条
関
係

）

（裏

）

（裏

）

（道
路
運
送
車
両
法
抜
粋

）

（道
路
運
送
車
両
法
抜
粋

）

第
1
0
0
条

当
該
行
政
庁
は

第
7
5
条
の
６
第
１
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

第
１

第
1
0
0
条

当
該
行
政
庁
は

第
１
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

、
、

、

条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
者
に

め
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
者
に

道
路
運
送
車
両
の
所
有
若
し
く
は
使
用
又
は

、
、

、

道
路
運
送
車
両
の
所
有
若
し
く
は
使
用
又
は
事
業
若
し
く
は
業
務
に
関
し
報
告

事
業
若
し
く
は
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

、
。

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

～⒃

（略

）

⑴

～⒃
（略

）
２

当
該
職
員
は

第
75
条
の
６
第
１
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

第
１
条
の
目
的
２

当
該
職
員
は

第
１
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

、
、

、

を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者

と
き
は

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
又
は
道
路
運
送
車

、
、



- 3 -

の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
又
は
道
路
運
送
車
両
の
所
在
す
る
と
認
め
る
場
所
に

両
の
所
在
す
る
と
認
め
る
場
所
に
立
ち
入
り

道
路
運
送
車
両

帳
簿
書
類
そ
の

、
、

立
ち
入
り

道
路
運
送
車
両

帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し

又
は
関
係

他
の
物
件
を
検
査
し

又
は
関
係
者
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る

、
、

、
、

。

者
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

・４

（略

）

３
・
４

（略

）

第
1
1
0
条

（略

）

第
1
1
0
条

（略

）
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（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も

の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
書
の
写
し

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
書
の
写
し

に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
後

九

第
四
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
以
下

初
め
て
指
定
の
申
請
を
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
指
定
の
申
請
に
関
す
る
不
正

「
指
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
が
停
止
さ

行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

れ
、
共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五

書
面

号
）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
て
指
定
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式

イ

法
第
七
十
五
条
第
七
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指
定

に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
又
は
装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十

を
受
け
た
自
動
車
（
以
下
「
指
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
型
式
に
つ
い

年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
特
定
装
置
の
型

て
の
指
定
の
取
消
し

式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
、
当
該
処
分
の
日
以
後
初
め
て
指

ロ

第
四
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指
定
自
動
車
の

定
の
申
請
を
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
指
定
の
申
請
に
関
す
る
不
正
行
為
を
防

型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

止
す
る
た
め
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ハ

法
第
七
十
五
条
の
二
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に

つ
い
て
の
指
定
の
取
消
し

ニ

共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五

号
）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指
定
特
定
共
通

構
造
部
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

ホ

法
第
七
十
五
条
の
三
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て

の
指
定
の
取
消
し

へ

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
指
定
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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（
届
出
等)

（
届
出
等)

第
六
条

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第

第
六
条

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第

三
欄
に
掲
げ
る
届
出
書
を
、
第
四
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
国
土
交
通
大
臣
に
届
け

三
欄
に
掲
げ
る
届
出
書
を
、
第
四
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
国
土
交
通
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

指
定
製
作
者

第
三
条
第
一
項
各
号
又

そ
の
旨
を
記
載

変
更
後
遅
滞

二

指
定
を
受
け

第
三
条
第
一
項
各
号
又

そ
の
旨
を
記
載

変
更
後
遅
滞

等

は
同
条
第
二
項
第
三
号

し
た
届
出
書

な
く

た
自
動
車
の
製

は
同
条
第
二
項
第
三
号

し
た
届
出
書

な
く

括
弧
書
若
し
く
は
第
四

作
者
等(

以
下

括
弧
書
若
し
く
は
第
四

号
か
ら
第
七
号
ま
で
の

「
指
定
製
作
者

号
か
ら
第
七
号
ま
で
の

書
面
の
記
載
事
項
に
変

等
」
と
い
う
。

書
面
の
記
載
事
項
に
変

更
が
あ
つ
た
場
合

)

更
が
あ
つ
た
場
合

三
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
）

第
十
二
条

法
第
七
十
五
条
の
六
第
二
項
の
証
票
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
。

（
新
設
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）
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第
五
号
様
式

）

証
票

（
）

第
十
二
条
関
係

（

（
新
設
）
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（
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
書
の
写
し
に

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
書
の
写
し
に

あ
っ
て
は
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

あ
っ
て
は
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
後
初

八

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
特
定
装
置
（
以
下
「
指
定
特
定
装

め
て
指
定
の
申
請
を
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
指
定
の
申
請
に
関
す
る
不
正
行
為

置
」
と
い
う
。
）
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
、
自
動
車
型

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）
第
四
条
の
二
第
一
号

イ

法
第
七
十
五
条
第
七
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
同
条
第

の
規
定
に
該
当
し
て
指
定
自
動
車
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
が
停
止
さ

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
自
動
車
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
取

れ
又
は
共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五

消
し

号
）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
て
指
定
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に

ロ

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）
第
四

つ
い
て
の
指
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
、
当
該
処
分
の
日
以
後
初
め
て
指
定
の
申

条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指
定
自
動
車
の
型
式
に
つ

請
を
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
指
定
の
申
請
に
関
す
る
不
正
行
為
を
防
止
す
る
た

い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

め
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ハ

法
第
七
十
五
条
の
二
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に
つ
い

て
の
指
定
の
取
消
し

ニ

共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号

）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指
定
特
定
共
通
構
造

部
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

ホ

法
第
七
十
五
条
の
三
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指

定
を
受
け
た
特
定
装
置
（
以
下
「
指
定
特
定
装
置
」
と
い
う
。
）
の
型
式
に

つ
い
て
の
指
定
の
取
消
し

ヘ

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効

力
の
停
止

３

（
略
）

３

（
略
）
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第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
）

第
十
四
条

法
第
七
十
五
条
の
六
第
二
項
の
証
票
は
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
。

（
新
設
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

第
六
号
様
式

）

証
票

（
）

第
十
四
条
関
係

（

（
新
設
）
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（
共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
書
の
写
し
に

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
書
の
写
し
に

あ
っ
て
は
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

あ
っ
て
は
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
後
初

七

第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
て
指
定
を
受
け
た
特
定
共
通
構
造
部
（

め
て
指
定
の
申
請
を
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
指
定
の
申
請
に
関
す
る
不
正
行
為

以
下
「
指
定
特
定
共
通
構
造
部
」
と
い
う
。
）
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

力
が
停
止
さ
れ
、
自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十

イ

法
第
七
十
五
条
第
七
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
同
条
第

五
号
）
第
四
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
て
指
定
自
動
車
の
型
式
に
つ
い

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
自
動
車
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
取

て
の
指
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
又
は
装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省

消
し

令
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て

ロ

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）
第
四

の
指
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
、
当
該
処
分
の
日
以
後
初
め
て
指
定
の
申
請
を
す

条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指
定
自
動
車
の
型
式
に
つ

る
者
に
あ
っ
て
は
、
指
定
の
申
請
に
関
す
る
不
正
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措

い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ハ

法
第
七
十
五
条
の
二
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指

定
を
受
け
た
特
定
共
通
構
造
部
（
以
下
「
指
定
特
定
共
通
構
造
部
」
と
い
う

。
）
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
取
消
し

ニ

第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
指
定
特
定
共
通
構
造

部
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

ホ

法
第
七
十
五
条
の
三
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
る
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指

定
の
取
消
し

ヘ

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
指
定
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

３

（
略
）

３

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）
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（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
）

第
十
四
条

法
第
七
十
五
条
の
六
第
二
項
の
証
票
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
。

（
新
設
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

第
五
号
様
式

）

証
票

（
）

第
十
四
条
関
係

（

（
新
設
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十

八
号
様
式
の
三
及
び
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則

第
十
八
号
様
式
の
三
及
び
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。


